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・換金可能

・原則として１００％資金保全

・「資金（換金可能）」の移動

・原則、換金/返金不可。例外的に払い戻し可能

・供託５０％以上

・「換金出来ない価値」の移動

前払式支払手段

資金移動サービス

事
業
者
が
自
由
に
選
択

＜金融審議会第二部会決済に関するＷＧ（平成20年11月14日）＞

委員 宮沢和正
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① 大口を小口とは別の取扱いとすることについて
○ 大口の前払式支払手段について、事業者が破綻した場合の社会的・経済的影響が大き

い、不正な利用を容易にする可能性が高い、と考えられるか

○ 制度上は、大口と小口のものを別の取扱いとせず、現行法上の登録・監督の下、自主
規制などの実務で適切に対応すれば問題ないと考えられるか

現行法のとおり、大口を小口とは別の取扱いとする必要はないと考える

○ 前払式支払手段であっても、記録の移転によって、実質的に資金を移動するサービス
として機能しているのではないか

② 前払式支払手段の譲渡に対する規制について

現行法のとおり、前払式支払手段の譲渡に対する規制の必要はないと考える
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比較的高額な取引のリスクと規制の必要性

供託・平残が小さい事業破綻

加盟店審査詐欺等の不正な取引② 支払

換金原則不可不正利用・脱法行為③ 譲渡

登録・監督悪意ある事業者

利用者の選択・事業者の経営判断紛失

① 額面

対応リスク

現
金×

① 額面

② 支払

③ 譲渡

換金原則不可

• 紛失
• 悪意ある事業者
• 事業破綻

・ 脱法行為

個々のリスクとそれに対する対応

どのようなリスクがあるかを確認し、個々のリスクに応じ規制する必要があるか、あ
るとすればどのように規制するかを議論すべきではないか

• 詐欺等の
不正取引

入金
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通常は小口の利用であっても、場合によっては比較的高額のニーズもあり、これを考慮す
べきではないか

・ 大口の規制は、利用者の利便性やITの進化を阻害し、利用者のニーズを無視する
ことになるのではないか
→ クレジット利用に対する不安から、比較的高額でも電子マネーを利用

・ 比較的高額のニーズに対応することは、利用者の選択の自由及び支払手段の

多様化に資するのではないか

換金原則不可とすることで、利用者の選択及び事業者の経営判断/自主規制により、
自ずと金額は抑制されるのではないか
比較的高額の前払式支払手段については、通常、利用が少ないと考えられることから、利
用者の自己責任を求め、保護の程度は高くないと考えられるのではないか
現行プリカ法で特に大きな問題は生じていない。現行の規制（登録・監督）で十分ではな
いか

仮に大口、小口を区分する場合、区分額は価値観に関わる問題であり、人によって異なる
のではないか
小口のものを複数まとめて利用する場合を考慮すれば、大口、小口の区分の意味は少ない
のではないか
サーバ型は、複数でまとめて支払うことができない場合があり、上限を低く設定すると利
用者の利便性やITの進化を阻害し、利用者のニーズを無視することになるのではないか
物価の変動により価格は変わるため、何をもって大口とするかの基準が判断時期により異
なるのではないか

【結論】 現行法のとおり、大口を小口とは別の取扱いとする必要はないと考える

① 大口を小口とは別の取扱いとすることについて
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トレンドマイクロ株式会社 ホームページより

ネットショッピング「カード番号の入力は不安」が７割

（参考１） ① 大口を小口とは別の取扱いとすることについて
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○ サーバ型は、複数でまとめて支払うことができない場合が
あり、上限を低く設定すると利用者の利便性やITの進化を阻
害し、利用者のニーズを無視することになるのではないか。

○ 事業者間のイコール・フッティングが図られず。経済活動
にバイアスが生じるおそれがある。

○ 小口のものを複数まとめて利用する場合を考慮すれば、大
口、小口の区分の意味は少ない。

【紙・磁気・ICカード】 【サーバ型】

現
金×

現
金×

支払 支払

換金原則不可 換金原則不可
複数枚利用可能 複数枚利用不可

（参考２） ① 大口を小口とは別の取扱いとすることについて
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商品券は贈答用目的での購入も多く、プリカ法は譲渡を前提としているのではないか

従来、郵送等により譲渡が可能であったものが、ＩＴの進化により電子的な方法での譲渡
が可能となることで、規制の対象となるのは利用者の利便性・ＩＴの進化を阻害するので
はないか

換金が原則不可であれば、前払式支払手段の譲渡により不正送金や脱法行為が生じるリス
クは低いと考えうるのではないか

【結論】現行法のとおり、前払式支払手段の譲渡に対する規制の必要はないと考える

② 前払式支払手段の譲渡に対する規制について
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自分のおサイフケータイから指定したおサイフケータイに、 を送付するサービス

ビットワレット

③ Edyのセット

ご利用例

割り勘の精算や、オークションの支払い、お小遣いなど

送り主
送り先

① 送付先の「Edy番号」と「送付

額」「受取りパスワード」を送信

④ 「受取りパスワード」の
送信

Edyの受取り

② 「受取りパスワード」の通知

to

（参考） ② 前払式支払手段の譲渡に対する規制について


